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○日光市重度心身障がい者医療費助成に関する条例施行規則 

平成１８年３月２０日 

規則第１２８号 

改正 平成１９年３月２３日規則第１３号 

平成２０年３月２４日規則第１３号 

平成２１年３月６日規則第１２号 

平成２５年３月２２日規則第１７号 

（題名改称） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、日光市重度心身障がい者医療費助成に関する条例（平成１８

年日光市条例第１４９号。以下「条例」という。）第７条の規定に基づき、条例

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平２５規則１７・一部改正） 

（受給資格者証の交付申請） 

第２条 条例第３条に規定する重度心身障がい者医療費受給資格者証の交付を受け

ようとする者は、日光市重度心身障がい者医療費受給資格者証交付申請書（様式

第１号。以下「受給資格者証交付申請書」という。）に次の書類を添えて市長に

提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公

簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 

（１） 条例第２条第１項第１号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により交付を受けた身体障害

者手帳（以下「身体障害者手帳」という。）又は身体障害者診断書・意見書（身

体障害者福祉法施行細則（平成５年栃木県規則第３８号）に定める様式とする。） 

（２） 条例第２条第１項第２号に規定する者にあっては、療育手帳（療育手帳

制度要綱（昭和４８年厚生省発児第１５６号。厚生事務次官通知）第５の２に

より交付を受けた療育手帳をいう。以下同じ。）又は条例第２条第１項第２号

に規定する児童相談所等の日光市重度心身障がい者医療費受給資格診断書（様

式第１号の２。以下「児童相談所等の診断書」という。） 

（３） 条例第２条第１項第３号に規定する者にあっては、療育手帳、身体障害

者手帳又は医師の診断書及び児童相談所等の診断書 

（４） 市町村民税世帯非課税者等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に



2 

支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第３５条第１項第３号

に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、当該者に相当するものとして市長

が適当と認める者を含む。）にあっては、その事実を証する書類 

（平１９規則１３・平２１規則１２・平２５規則１７・一部改正） 

（受給資格者証の交付等） 

第３条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、受給資格者証交付

申請書の対象者の欄に記入されている者が条例第３条に該当するものであるとき

は、当該申請をした者に日光市重度心身障がい者医療費受給資格者証（様式第２

号。以下「受給資格者証」という。）を交付するものとする。ただし、日光市こ

ども医療費助成に関する条例（平成１８年日光市条例第１６１号）第３条に規定

する者にあっては、この限りでない。 

２ 受給資格の取得は、条例第３条の規定による助成対象者（以下「助成対象者」

という。）となった日の属する月の初日からとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に

定める日から受給資格を取得する。 

（１） 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条第１項に規定する

転入をした日（以下「転入日」という。）の属する月中に助成対象者となった

場合 当該転入日 

（２） 転入日の属する月の翌月に助成対象者となった者で、助成対象者となっ

た日が当該転入日から起算して１５日以内である場合 当該転入日 

（３） 日光市の区域内に住所を有し、かつ、県内他市町の受給資格者証の交付

を受けていた者が、新たに高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律

第８０号）に規定する後期高齢者医療の被保険者になったことにより、当該被

保険者となった日の属する月中に助成対象者となった場合 当該被保険者とな

った日 

４ 助成対象者が受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、日光市重度心身障

がい者医療費受給資格者証再交付申請書（様式第３号）を市長に提出し再交付を

受けなければならない。 

５ 亡失した受給資格者証を発見したときは、速やかに当該発見した受給資格者証

を市長に返還しなければならない。 

（平１９規則１３・平２０規則１３・平２１規則１２・平２５規則１７・
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一部改正） 

（受給資格者証の提示） 

第４条 助成対象者が医療を受けようとするときは、医療機関等に受給資格者証を

提示するものとする。 

（助成の申請） 

第５条 助成対象者が条例第４条の規定による助成を受けようとするときは、日光

市重度心身障がい者医療費助成申請書（様式第４号）を市長に提出しなければな

らない。 

（平２５規則１７・一部改正） 

（助成の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当

と認めたときは、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。 

（届出事項） 

第７条 助成対象者は、第２条の申請に係る事項に変更を生じたときは、日光市重

度心身障がい者医療費受給資格内容等変更届（様式第５号）に受給資格者証及び

市長が必要と認める書類を添えて市長に届け出なければならない。 

（平１９規則１３・平２５規則１７・一部改正） 

（受給資格者証の返還） 

第８条 助成対象者が助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証

を市長に返還しなければならない。 

（代理人による申請等） 

第９条 この規則の規定中重度心身障がい者が行うべき申請又は届出について、重

度心身障がい者が自らそれらの行為をすることができないときは、当該重度心身

障がい者の代理人が申請又は届出を行うことができるものとする。 

（平２５規則１７・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市重度心身障害者医療費助成

に関する条例施行規則（昭和５６年今市市規則第２９号）、日光市重度心身障害
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者医療費助成に関する条例施行規則（昭和４８年日光市規則第２号）、藤原町重

度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則（昭和４８年藤原町規則第６号）、

足尾町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則（昭和４８年足尾町規則

第３号）又は栗山村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則（昭和４８

年栗山村規則第２号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞ

れこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１９年３月２３日規則第１３号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２４日規則第１３号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月６日規則第１２号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２２日規則第１７号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

（平１９規則１３・全改、平２０規則１３・平２５規則１７・一部改正） 

様式第１号の２（第２条関係） 

（平２５規則１７・全改） 

様式第２号（第３条関係） 

（平２５規則１７・全改） 

様式第３号（第３条関係） 

（平２５規則１７・全改） 

様式第４号（第５条関係） 

（平１９規則１３・全改、平２０規則１３・平２１規則１２・平２５規則

１７・一部改正） 

様式第５号（第７条関係） 

（平１９規則１３・全改、平２５規則１７・一部改正） 

 


